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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び

原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
一
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
第
一
種

廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
十
七
日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
三
条
）

―

第
二
章

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
基
準
（
第
四
条

第
二
十
三
条
）

―

第
三
章

雑
則
（
第
二
十
四
条
）

附
則
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第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

放
射
線

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（

平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
第
一
種
埋
設
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
放
射
線
又
は
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

六
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
管
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
放
射

線
を
い
う
。

二

放
射
性
廃
棄
物

第
一
種
埋
設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
又
は
廃
棄
物
管
理
規
則
第
一

条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。

三

管
理
区
域

第
一
種
埋
設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
又
は
廃
棄
物
管
理
規
則
第
一
条
第
二
項
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第
三
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
を
い
う
。

四

周
辺
監
視
区
域

第
一
種
埋
設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
周
辺
監
視
区
域
又
は
廃
棄
物
管
理
規
則
第
一

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
周
辺
監
視
区
域
を
い
う
。

五

安
全
機
能

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能

を
い
う
。

六

安
全
上
重
要
な
施
設

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
う
ち
、
そ
の
機
能
の
喪
失
に
よ
り
、
公
衆
又
は
従
事
者
に
放
射
線

障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
及
び
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
公
衆
又
は
従
事
者
に
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
が
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理
施

設
を
設
置
す
る
事
業
所
外
へ
放
出
さ
れ
る
こ
と
を
抑
制
し
、
又
は
防
止
す
る
も
の
を
い
う
。

（
特
殊
な
設
計
に
よ
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
）

第
二
条

特
別
の
理
由
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
特
定
第
一

種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
及
び
設
置
方
法
を
記
載
し
た
申
請
書
に
関
係
図
面
を
添
付
し
て
申
請
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
措
置
中
の
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
維
持
）

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
（
第
一
種
埋
設
規
則
第
七

十
八
条
の
二
第
九
号
の
廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
を
い
う
。
）
又
は
性
能
維
持
施
設
（
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
五
条

の
五
の
二
第
九
号
の
性
能
維
持
施
設
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認
可
に
係
る
廃

止
措
置
計
画
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
施
設
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
基
準

（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
）

第
四
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
地
盤
）
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第
五
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
条
第
一
項
の
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い

て
も
当
該
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
六
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
地
震
の
発
生
に
よ
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
当

該
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
に
起
因
す
る
放
射
線
に
よ
る
公
衆
へ
の
影
響
の
程
度
に
応
じ
て
算
定
す
る
地
震
力
（
安
全
上
重

要
な
施
設
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
安
全
上
重
要
な
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
地
震
に
よ
る

加
速
度
に
よ
っ
て
作
用
す
る
地
震
力
を
含
む
。
）
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

安
全
上
重
要
な
施
設
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
安
全
上
重
要
な
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
地
震
に
よ

る
加
速
度
に
よ
っ
て
作
用
す
る
地
震
力
に
対
し
て
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

安
全
上
重
要
な
施
設
は
、
前
項
の
地
震
に
よ
り
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
七
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
津
波
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
八
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く

。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
、
基
礎
地
盤
の
改
良
そ
の
他
の
適
切
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
周
辺
監
視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄
道
、

道
路
そ
の
他
の
外
部
か
ら
の
衝
撃
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
所
に
お
け
る
火
災
又
は

爆
発
事
故
、
危
険
物
を
搭
載
し
た
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ

る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
当
該
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う

、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
等
の
防
止
）
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第
九
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
（
以
下
単
に
「
事
業
所
」
と
い
う

。
）
は
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物

件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を
防
止

す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

第
十
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
を

限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
に
放
射
性
廃
棄
物
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
を
接
続
す
る
場
合

に
は
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放
射
性
廃
棄
物
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ

る
こ
と
。

二

密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
フ
ー
ド
は
、
そ
の
開
口
部
の
風
速
を
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
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る
こ
と
。

三

放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
室
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
内
部
を
負
圧
状
態
に
維
持
し
得
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

施
設
内
部
の
床
面
及
び
壁
面
は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外
に
通
ず
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は

、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

せ
き

し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床
面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

事
業
所
の
外
に
排
水
を
排
出
す
る
排
水
路
（
湧
水
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
管
理
区
域
内
に
開
口
部
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
上
に
施
設
の
床
面
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
排
水
路
に
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
排
水
を
安
全
に
廃
棄
す
る
設
備
及
び
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
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掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
十
一
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り

当
該
施
設
の
安
全
性
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備

（
自
動
火
災
報
知
設
備
、
漏
電
火
災
警
報
器
そ
の
他
の
火
災
及
び
爆
発
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知
し
、
警
報
を
発
す
る
も
の

に
限
る
。
）
が
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作
動
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
可
能
な
限
り
不

燃
性
又
は
難
燃
性
の
材
料
を
使
用
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
防
護
措
置
が
講
じ
ら

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

水
素
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
い
、
又
は
管
理
す
る
設
備
は
、
発
生
し
た
水
素
が
滞
留
し
な
い

構
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- -10

５

水
素
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
い
、
又
は
管
理
す
る
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除

く
。
）
を
そ
の
内
部
に
設
置
す
る
セ
ル
及
び
室
は
、
当
該
設
備
か
ら
水
素
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
も
こ
れ
が
滞
留
し

な
い
構
造
と
す
る
こ
と
そ
の
他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）

第
十
二
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
当
該
施
設
の
安
全
機
能
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
又
は
試
験
及
び
当
該
安
全
機
能

を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
の
保
守
又
は
修
理
が
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

安
全
上
重
要
な
施
設
又
は
当
該
施
設
が
属
す
る
系
統
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又

は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
多
重
性
を
有
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
当
該
施
設
を
他
の
原
子
力
施
設
と
共
用
し
、
又
は
当
該
施
設
に
属
す
る
設
備
を
一
の
特
定

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
一
の
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
共
用
す
る
場
合
に
は
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施

設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
料
及
び
構
造
）
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第
十
三
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る

構
造
物
の
う
ち
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
必
要
な
も
の
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
（
容
器
等
の
材
料
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
法
第
五

十
一
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
行
う
ま
で
の
間
適
用
す
る
。

一

容
器
等
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
を
確
保
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

容
器
等
の
主
要
な
溶
接
部
（
溶
接
金
属
部
及
び
熱
影
響
部
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

不
連
続
で
特
異
な
形
状
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

溶
接
に
よ
る
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
に
有
害
な
溶
込
み
不
良
そ
の
他
の
欠

陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
適
切
な
溶
接
施
工
法
及
び
溶
接
設
備
並
び
に
適
切
な
技
能
を
有
す
る
溶
接
士
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で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
も
の
に
よ
り
溶
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
及
び
管
の
う
ち
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、
適
切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行

っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
搬
送
設
備
）

第
十
四
条

放
射
性
廃
棄
物
を
搬
送
す
る
設
備
（
人
の
安
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

通
常
搬
送
す
る
必
要
が
あ
る
放
射
性
廃
棄
物
を
搬
送
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

放
射
性
廃
棄
物
を
搬
送
す
る
た
め
の
動
力
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
、
放
射
性
廃
棄
物
を
安
全
に
保
持
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（
計
測
制
御
系
統
施
設
）

第
十
五
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他

の
要
因
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た
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と
き
、
次
条
第
一
項
第
二
号
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
若
し
く
は
同
項
第
四
号
の
線
量
当
量
が
著
し
く
上
昇
し
た
と
き
又
は
液

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
物
質
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ

ら
を
確
実
に
検
知
し
て
速
や
か
に
警
報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因

に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に

、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
能
力
の
維
持
又
は
火
災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
た
め
の
設
備
を
速

や
か
に
作
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
開
始
さ
せ
る
回
路
が
設

け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
線
管
理
施
設
）

第
十
六
条

事
業
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
放
射
線
管
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
施
設
を
も
っ
て
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
、
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
施
設
等
の
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
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定
め
る
線
量
当
量
率

二

放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

三

放
射
性
廃
棄
物
の
排
水
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

四

管
理
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度

五

周
辺
監
視
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量

２

放
射
線
管
理
施
設
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
必
要
な
情
報
を
適
切
な
場
所
に
表
示
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
入
施
設
又
は
管
理
施
設
）

第
十
七
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
う
ち
放
射
性
廃
棄
物
を
受
け
入
れ
る
設
備
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊

熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り
発
生
す
る
熱
に
よ
っ
て
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷
却
の
た
め
の
必
要
な
措
置
が

講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
う
ち
放
射
性
廃
棄
物
を
管
理
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な



- -15

ら
な
い
。

一

放
射
性
廃
棄
物
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
容
量
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

管
理
す
る
放
射
性
廃
棄
物
の
性
状
を
考
慮
し
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三

放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り
発
生
す
る
熱
に
よ
っ
て
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷

却
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
処
理
施
設
及
び
廃
棄
施
設
）

第
十
八
条

放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原

子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
に
な
る
よ
う
に
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設

に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
と
区
別
し
て
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
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体
状
の
廃
棄
物
を
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
導
く
場
合
に
お
い
て
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放

射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
気
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に

維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易

な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

五

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
水
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す
る
設
備
は
、
受
け
入
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
防
止
）

第
十
九
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
う
ち
人
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、
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床
そ
の
他
の
部
分
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
の
表
面
は
、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遮
蔽
）

第
二
十
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
当
該
施
設
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ

ン
線
に
よ
る
事
業
所
周
辺
の
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
十
分
下
回
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
所
内
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
遮
蔽
能
力
を
有
す
る
遮
蔽
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
遮
蔽

設
備
に
開
口
部
又
は
配
管
そ
の
他
の
貫
通
部
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
放
射
線
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
換
気
設
備
）

第
二
十
一
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
内
の
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に

よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

一

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
換
気
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
が
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置

の
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

吸
気
口
は
、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
吸
入
し
難
い
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
。

（
予
備
電
源
）

第
二
十
二
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停

止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
監
視
設
備
そ
の
他
必
要
な
設
備
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
電
源
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
通
信
連
絡
設
備
等
）

第
二
十
三
条

事
業
所
に
は
、
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
事
業
所
内
の
人
に
対
し
必
要
な
指

示
が
で
き
る
よ
う
、
警
報
装
置
及
び
通
信
連
絡
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

事
業
所
に
は
、
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
事
業
所
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
が
あ
る

場
所
と
通
信
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
通
信
連
絡
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
事
業
所
内
の
人
の
退
避
の
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

雑
則

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
四
条

第
二
条
第
二
項
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
申
請
書
に
記
載
す
べ

き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の

知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
規
則
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の

廃
止
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（

平
成
四
年
総
理
府
令
第
四
号
）

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）

（

24

）

別
記
様
式

第
条
関
係

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿
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住
所

（

）

氏
名

法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

、

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
す
べ
き
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
以
下
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま

す
。本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
は

事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん

、
。

１
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

２
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

備
考
１

用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、
。

２
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

の
欄
に
は

電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
す
る

「

」

、

と
と
も
に

２
以
上
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
と
き
は

電
磁
的
記
録
媒
体
ご
と
に
整
理
番
号
を
付
し

そ
の

、
、

、
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番
号
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

の
欄
に
は

本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記

「

」

、

録
さ
れ
て
い
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
書
類
名
を
記
載
す
る
こ
と

、

。

４
該
当
事
項
の
な
い
欄
は

省
略
す
る
こ
と

、
。


